別記様式第6号（第7条関係）
認可地縁団体印鑑登録抹消通知書

年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　様

北見市長　　　　　　　　　　

北見市認可地縁団体印鑑条例第11条第１項第　　号の規定に基づき　　　　年　　月　　日に、印鑑の登録を抹消しましたので、通知します。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に北見市長に対して、異議申立てをすることができます。
ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなります。
また、この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日（異議申立てをしたときは、当該異議申立てに対する決定のあったことを知った日。以下同じ。）から６か月以内に、北見市（訴訟において北見市を代表する者は、北見市長となります。）を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この処分のあったことを知った日から６か月以内であっても、この処分の日（異議申立てをしたときは、当該異議申立てに対する決定の日）から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
